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設

施

妙
心
寺
民
放
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宜
誠
一
二
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妙
心
寺
涯
教
園
の

共
掛
制
度

中

)1¥ 

奥

づ'~ 
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序

百

各
械
の
数
回
は
各
々
特
有
の
経
糖
組
織
を
有
す
る
を
常
正
す
る
が
、
妙
心
寺
減
数
園
経
済

ω
一
特
色
己
も
V
ふ

べ
き
は
、
一
般
末
寺
も
大
本
山
も
直
接
一
倒
信
徒
に
侍
制
相
す
る
ニ
ご
砂
き
ニ
己
で
あ
る
。
之
は
同
減
の
侍
統
的
宗
風

で
あ
っ
て
・
徳
川
時
代
も
今
日
も
同
比
四
で
め
る
。
併
し
乍
ら
数
闘
の
活
動
並
び
に
経
借
方
針
は
、
又
白
ら
時
代
の

推
移
に
件
は
ぎ
る
を
得
品
。
文
化
事
業
の
盛
ん
な
る
今
日
で
は
、
妙
心
寺
の
財
政
は
教
育
費
に
持
み
、
や
む
な
〈

一
般
末
寺
よ
h
宗
裁
を
強
制
的
に
課
徴

Lτ
ゐ
る
妹
態
で
あ
る
が
、
徳
川
時
代
に
は
、
か
、
る
積
極
的
活
動
は
な

〈
、
唯
、
一
振
の
寺
院
慣
侶
の
経
済
を
安
定
な
ら
し
め
、
数
幽
ご
し

τの
地
位
、
勢
カ

ω支
持
に
努
め
た
る
に
止

ま
る
如
〈
で
あ
る
。
こ
れ
、
此
時
代
に
相
托
扶
助
ピ

ν
ふ
こ
E
が
、
数
個
縦
横
の
根
本
を
な
し

τゐ
る
所
以
で
あ

る
。
抑
も
枇
曾
生
活
じ
於

τ、
相
互
扶
助
の
必
要
な
る
は
言
ム
ま
で
も
な
〈
、
況
し
て
岡
山
別
相
愛
を
棋
椀
す
る
数

幽
に
、
か
、
る
生
活
の
管
ま
る
、
は
敢
て
回
虫
芭
す
る
に
足
ら
な
い
が
、
徳
川
時
代
三
百
年
間
を
一
通
じ

τ行
は
れ
た

る
そ
の
組
織
仁
は
、
又
み
る
べ
き
所
な
し
ご
せ
白
。
由
然
、
妙
心
寺
一
献
は
臨
掛
宗
に
て
、
肉
食
妻
帯
を
禁
守
ら
れ

し
臓
慣
の
集
団
で
ゐ
る
。
世
人
は
因
調
絡
衣
の
彼
等
を
一
見
し
て
、
出
世
間
に
し
て
俗
利
を
知
ら

F
、
物
慾
を
拾



て
、
只
管
求
遊
山
り
苦
行
を
積
む
も
の
ご
な
せ
H
Y

」も、

そ
の
内
面
に
於
て
は
極
め

τ理
周
の
道
仁
長
じ
、

巧
仁
資
金

を
蓄
積
し
利
殖
し
且
つ
之
を
管
理
し

τ、
集
回
全
般
の
経
済
生
活
を
合
理
的
に
統
制
せ
る
は
、
注
意
せ

5
る
可
ら

F
る
所
で
ゐ
る
。

勿
論
そ
の
共
済
組
織
は
、
今
日
の
保
険
制
度
若
〈
は
共
済
組
合
の
如
く
に
進
歩
畿
晴
晴
し
た
る
も

の
で
は
な
い
が
、
決
し
て
一
時
的
の
も
の
に
非
宇

L
て、

徳
川
の
初
期
よ
h
末
期
に
及
び
、

且
つ
一
叉
、

トド
n
U事
州
ん
リ

3
y
o
m中ド
釦

m
A
H

じ
非
す
し

τ、
常
に
侍
統
的
な
立
法
的
髄
制
を
失
は
ぎ
h
し
も
の
で
あ
っ
た
。
此
等
の
動
は
、

妙
心
寺
が
随
時
に

な
L
た
る
単
な
る
救
済
、

例
へ
ば
か
の
門
前
町

「
出
入
商
人
」
、

「
扶
持
人
」
‘

大
工
、

「
雑
峨
」
等
直
接
そ
の
生
活

閣
内
に
あ
っ
た
俗
人
、
若
〈
は
嘗
時
の
行
政
上
、
監
督
支
配
の
地
位
に
あ
与
し
所
司
代
、
奉
行
、
代
官
、

他
、
侍
奏
家
」
x
h
L甘
露
寺
に
卦
し

τな
色
れ
た
る
一
方
的
な
而
も
一
時
的
な
救
済
に
比
す
れ
ば
、
全
然
、
，
rL
の

性
質
及
び
組
織
を
異
に
す
る
o

但
し
そ
の
共
済
制
度
は
主
正
し
て
中
央
に
行
は
れ
、
大
本
山
Z
し
て
の
共
演
も
、

探
内
全
般
に
会
平
に
行
は
れ
た
h
J
Z
い
ふ
ニ
ご
を
得
十
、
中
央
に
厚
く
し
て
地
方
に
縛
か
り
し
は
、
否
み
雑
b
a
事

賞
で
あ
る
が
、
併
し
・
之
を
以

τ共
済
範
囲
を
山
内
の
塔
頭
償
侶
の
み
に
限
る
は
、
制
度
本
来
の
性
質
に
も
背

き
、
又
一
品
質
に
も
相
反
す
る
。
兎
に
角
・
こ
の
共
憐
組
織
を
知
る
こ
正
は
、
や
が
て
徳
川
時
代
に
於
り
る
妙
心
寺

振
の
経
済
生
活
を
知
る
こ
Z
で
あ
b
、
且
つ
、
数
回
経
携
の
膝
史
的
綾
遠
の
一
類
型
正
し
て
も
務
干
の
興
味
を
惹

〈
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
よ
り
吾
人
は
、
右
の
共
隣
組
織
を
説
か
ん
Z
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
理
解
す
る

前
提
ご
し
て
、
妙
心
寺
減
激
闘
の
統
制
方
法
を
一
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ

の

一一
借
閣
の
分
祇
ご
統
制

設

苑

妙
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敬
幽
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容

人
一
一

O

前

耳目

妙
心
寺
抵
抗
剛
山
北
出
制
度

妙
心
寺
一
淑
下
に
、
龍
氏
、
来
…
階
、
銭
袋
、
事
浮
の
問
減
が
州
立
し
、
各
一
次
は
真
に
若
干
り
「
徒
弟
」
一
政
に
岐
る
o

「
正
法
山
誌
」
に
就
て
之
を
似
品
に
、
強
制
師
一
以
内
に
は
「
徒
品
加
減
」

ωパ
ザ
立
ゐ
も
ぎ
る
も
、
出
FU
木
一
以
下
に
は
者
江
、
柏

庭
、
品
一
吊
堂
の
三
派
あ

b
、
東
海
振
に
は
、
天
縦
・
西
川
、
仁
勝
、
玉
浦
、
書
除
、
瑞
翁
、
舗
秀

ω
七
一
版
、
而
し
て

媛
雲
況
に
は
、
亀
年
、
日
月
航
、
太
原
の
三
「
徒
品
川
」
涙
が
ゐ
る
o

一
般
末
寺
及
び
併
侶
は
、
泌
総
に
困
h
て
各
々
一

定
の
「
徒
弟
」
振
に
、
従
っ
て
四
一
似
の
何
れ
か
じ
従
印
刷
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
枝
分
せ
る
大
小
の
淑
は
、
各
々
、

凶
側
自
治
を
原
則
正
な
す
が
、
同
時
に
叉
、
「
徒
弟
」
は
振
に
、
汲
は
大
本
山
に
支
配
せ
ら
る
、
が
放
仁
、
数
回
全

館
の
統
一
を
保
つ
こ
正
が
出
来
る
。
数
剛
統
制
の
最
高
級
聞
は
、
言
ふ
迄
も
な
〈
大
本
山
で
あ
る
が
、
之
に
濁
し

て
、
各
掘
削
の
中
央
機
闘
を
「
本
市
川
」
己
郁
す
る
。
但

L
、
「
徒
弟
」
の
そ
れ
に
は
特
定

ω
名
総
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
な

い
。
而
し

τ、
大
本
山
に
は
妙
心
寺
「
住
持
」
、
各
「
本
一
地
」
仁
は
「
搭
主
」
、
各
「
徒
約
」
に
は
「
常
番
し
が
あ

h
、
彼
等

は
各
々
減
内
よ
b
選
出
せ
ら
れ

τ、
一
定
の
任
問
問
、
限
内
の
行
政
を
総
特
す
る
吉
雄
も
、
回
よ
b
彼
等
が
専
制

的
に
草
加
刑
意
ぶ
を
行
ひ
う
る
に
非
す
、
根
内
に
於
け
る
諸
機
闘
の
「
衆
議
」
「
衆
評
」
に
よ
り
て
、
議
決
せ
ら
れ
た
る

所
を
執
行
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
而
も
亦
そ
れ
等
り
諸
機
関
も
一
定
の
任
期
品
位
、
交
替
す
る
を
原
則
ど
な
す
が
放

に
、
同
一
の
地
位
を
永
〈
猫
十
日
し
難
h
v
o

か
、
る
鮎
は
か
の
異
宗
本
願
寺
振
の
如
〈
、
世
襲
の
法
主
が
殆
ん
い
と
澗

裁
的
に
宗
政
を
掌
理
せ
る
も
の
芭
は
、
著
し
〈
而
日
を
異
に
す
る
。
開
臨
自
治

ω原
則
じ
よ
る
統
制
組
織
は
大
穂

右
の
如
〈
で
あ
る
が
、
こ

ω田
川
則
は
自
ら
又
、
各
剛
健
ゆ
経
雌
間
的
責
任
を
・
闘
鱒
そ
れ
白
煙
に
負
は
し
む
品
も
の

で
あ
る
か
ら
、
各
派
は
各
々
自
主
的
に
、
そ
の
一
一
阪
の
経
済
を
樹
立
し
て
、
回
慨
成
口
貝
の
共
存
を
計
ら
ざ
る
を
得

ぬ
。
而
る
に
後
に
通
点
る
如
〈
、
寺
院
ぽ
侶
は
腿
々
縦
済
的
困
窮
に
遁
越
し
た
。
か
、
る
場
合
に
之
を
救
済
す
る

他のすt料にイたれIcf、大騒振をはピ泊三三回徒弟服あり L如 L「



手
段
ご
し
て
妙
心
寺
一
献
に

τは
共
情
組
織
に
依
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
、

-
』
的
一
ほ
の
大
本
山
を
は
じ
め
、

各
減
、

各
「
徒
帰
」
振
に
共
隣
組
織
の
心
す
る
所
以
で
あ
る
。

一一
一
抵
の
経
漕
生
活

寺
院
償
侶
が
困
窮
せ
る
場
合
に
、
之
を
救
憐
す
る
手
段
ご
し
て
・
何
段
他
の
方
法
に
頗
ら
す
し
て
、
共
済
組
織

仁
頼
れ
る
か
じ
就
一
ー
は
、
一
一
似
の
桁
済
生
活

ω特
相
を
制
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
抑
も
、
一
般
的
に
寺
院
経
済
の
特

質
草
も
い
ふ
〈
き
は
、
般
信
徒
の
支
持
を
受
け

τゐ
る
附
聞
に
ゐ
る
が
、
併
し
、
そ

ω程
度
に
至
つ
て
は
、
各
波
各

山
市
に
よ
b
て同時
hJ
、
必
宇
し
も
一
様
で
な
い
。
か
の
一
中
民
仰
放
を
桜
山
間
せ
る
築
山
市

ω如
き
は
、
寺
院
併
侶
ご
健
信

徒
聞
の
接
胸
多
〈
、
従
っ
て
又
、
経
済
的
閥
係
も
街
接
に
し
て
、
寺
塔
の
修
築
は
い
ふ
に
及
ば
十
、
附
慨
那
守
の
冠

婚
喪
祭
費
す
ら
、
出
目
家
の
負
傷
す
る
も
の
少
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
臓
山
市
は
一
般
に
貴
族
的
ご
よ
ば
れ
、
棺

信
徒
ピ
の
接
鮒
も
少
〈
、
従
っ
て
又
、
緩
い
併
的
に
椛
信
徒
の
支
持
を
う
け
る
時
代
度
も
少
い
。
臨
済
郁
を
侍
ふ
る
妙

心
寺
一
淑
も
亦
然
・
り
で
、
彼
等
は
濁
立
自
治
の
山
市
風
を
高
〈
持
し
て
、
」
長
h
に
他
に
街
顧
す
る
こ
ど
を
自
力
門
の
斑

ピ
な
し
、
「
寺
院
大
小
に
よ
ら
一
宇
一
年
之
牧
納
を
考
、
共
分
限
に

τ諸
事
を
経
比
百
い
た
し
、
請
な
〈
し
て
椛
家
法
類

等
江
助
力
を
績
山
叩
間
敷
事
」
(
享
保
七
壬
寅
年
七
月
の
凱
閣
の
中
)
を
寺
門
綬
借
り
根
本
方
針
ぜ
な
し
た
。
権
信
徒
じ

す
ら
妄
b
に
傍
頗
す
べ
か
ら
す
正
な
す
彼
等
は
勿
論
他
の
一
般
人
を
手
頼
る
も
の
な
ら
十
・
既
に
械
信
徒
及
び
一

般
人
に
傍
酬
明
せ

F
ら
ん
ご
す
れ
ば
、
彼
等
が
困
ヘ
射
せ
る
場
合
仁
之
を
救
済
す
る
も
の
は
、
二
以
内
の
寺
院
併
侶
相

互
の
外
に
は
な
い
。
こ
れ
、
妙
心
寺
一
以
内
に
共
糖
組
織
を
必
要
己
な
し
た
理
肉
で
あ
る
。
濁
立
自
治
を
生
命
己
な

設

苑

妙
心
寺
仮
設
剛
の
北
済
制
度

第
二
十
二
審

(
第
五
硯
二
一
一
一
一
)
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妙
心
寺
祇
駄
凶
山
北
諸
問
制
度

第
二
十
二
各

(
第
五
耕
一
二
四
)

J‘ら

す
彼
等
に
芭

bτ
は
、
相
互
に
比
四
頼
す
る
こ
子
宮
も
潟
し
ご
せ

F
る
所
で

b
ら
う
け
れ
刊
と
も
、
箪
濁
資
力
を
以

τ

如
何
正
も
致
し
方
な
き
場
合
に
は
止
む
を
え
ぎ
る
こ
Z
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
必
要
止

hueえ
y
る
場
合
Z
は
何
で

あ
る
か
Z
い
ふ
仁
、
長
期
の
病
気
に
羅
れ
る
場
合
は
そ
の
一
で
あ
り
、
寺
院
の
貧
窮
・
堂
塔
の
修
築
は
そ
の
こ
で

あ
り
、
「
出
世
」
式
を
奉
「
る
場
合
は
そ
の
三
で
あ
る
。
抑
も
妙
心
寺
振
の
「
出
世
」
に
は
、
「
陵
住
」
、
「
居
成
」
、
「
再

佳
」
の
三
段
が
め
つ

τ、
そ
の
法
階
に
上
下
め
れ
ど
も
、
何
れ
も
妙
心
寺
「
住
持
」
維
に
列
し
、
紫
ぷ
を
許
き
れ
て

天
顔
仁
も
問
問
尺
し
え
た
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
一
源
内
の
最
高
名
春
で
あ

h
、
桑
門
の
身
5
・し

τの
大
な
る
出
世

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し

τ、
病
気
、
貧
窮
、
或
は
堂
塔
の
修
築
等
仁
要
す
る
費
則
は
、
個
々
の
事
情
に

か
の
「
出
世
」
式
に
は
(
陸
)
侍
統
的
慣
例
が
め

h
、
是
の
経
費
も
路
々
一
定
し
て
ゐ
た
る
如
〈
で

依・り

τ異
る
が
、

氷山
u
e

。。
{
註
)

寛
文
八
年
四
月
十
四
日
に
、
釦
諭
「
衆
併
之
斑
官
、
甜
物
之
倒
也
、
世
哨
減
高
下
高
之
故
、
委
細
に
記
定
雄
仕
候
」
&
但
書
を
し
て
掲
「
る
概
算

を
み
る
に

歴

性

入

目

居

T占

入

目

tヰ

世E

入

目

組

銀
子
三
十
四
五
貰
文
日

料、
音十

銀
子
七
貰
文
目
程

純
計

銀
子
拾
堂
貿
文
目
桂

内
三
賀
文
目
倫

供
時

h
i
-
2

4

A

B

B

イ
J

内
六
百
文
目
崎

議

巾

方

内
ニ
賀
穴
百
文
依

熱

中

方

同
荒
賀
五
百
目
儲

五

山

方

同
室
主
ハ
背
丈
旦
臨
時
J

に

叩

胡

山

川

一

四

一

日

J
A一
同

で
あ
る
。
而
る
に
「
同
年
八
月
廿
七
日
制
公
儀
江
指

E
る
之
寝
下
松
」
と
し
て
残
存
す
る
「
出
世
三
位
之
別
版
」
に
よ
リ
て
計
算
す
乱
ば
、
寸
歴
住
」
式
に

は
、
銀
子
約
七
百
枚
、
米
三
十
九
石
位
、
金
子
二
枚
、
健
式
拾
査
貫
目
録
を
M
r
L
、
「
一
刊
住
」
式
に
は
、
斜
子
約
百
八
十
七
枚
、
未
成
拾
穴
石
λ
斗、

金
子
一
枚
、
錨
四
賀
目
録
を
、
「
居
成
」
式
に
は
、
銀
子
約
七
十
ニ
杭
、
来
十
四
石
玉
斗
飴
、
金
子
五
棋
を
却
す
る
ζ

と
与
な
る
。
前

ω
計
算
は
晶
子

岡
大

U
四
百
丈
目
儲

同
入
賞
四
百
文
目
儲



の
み

E
以
て
し
、
後
白
計
算
は
金
銀
米
銭
を
合
む
故
に
、
乙
の
結
果

H
同
一
に
非
る
も
、
亦
以
て
そ
の
輔
白
英
大
な
る
ζ

と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。

吾
人
は
こ
れ
よ
b
進
ん
で
各
「
徒
弟
」
、
各
一
蹴
及
び
大
本
山

ω、
各
相
庇
扶
助
組
織
を
述
ぷ
る
仁
嘗
h
先・

1
最
も

中
極
的
な
、
而
も
最
も
重
要
な
b
し
大
本
山
の
ぞ
れ
を
主
正
[
て
叙
漣

L
、
他
は
、
唯
そ
的
概
要
の
み
に
止
め
た

い
。
蓋
し
、
組
織
そ
の
も
の
は
他
の
二
者
も
殆
ん

E
問
機
な
る
が
故
で
あ
る
o

四

辻k
J 、

掛

島
巾

度

共
済
制
度
に
は
柿
々
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
、
妙
心
寺
浪
内
に
行
は
れ
し
も
の
は
‘
一
一
蹴
内
相
互
に
於
り
る
資
金
の

融
通
貨
俄
で
あ
る
o

郎
も
そ
の
方
法
は
、
大
本
山
及
び
各
「
本
落
」
に
あ
り
て
は
、
各
?
セ
れ
ら
の
枚
入
を
、
叉

i

「
徒
弟
」
に
あ
b
て
は
相
互
の
積
立
金
を
共
済
資
金
古
し
て
、
随
時
、
困
窮
せ
る
寺
院
併
侶
に
、
一
定
の
僚
件
で
貸

奥
せ
る
も
の
じ

τ、
一
時
的
の
救
品
川
、
施
奥
で
は
な
V
o

勿
論
こ
れ
は
、
一
方
に
は
資
金
の
枯
渇
を
防
「
た
め
で

あ
る
が
、
他
方
に
は
又
、
妄
り
に
他
に
傍
頼
す
る
も
の
に
非
4
7
Z
な
す
獅
立
自
治
の
宗
風
の
後
露
Z
も
み
な
り
れ

ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
資
金
融
通
の
手
績
を
蹴
る
に
、
回
健
自
治
の
原
則
に
基
い
て
、
先
づ
自
己

ω属
す
る
「
徒

第
」
の
共
済
機
関
に
訴
へ
、
「
徒
弟
」
聞
の
共
済
資
力
を
以
て
救
済
し
雑
草
場
合
は
、
そ
の
「
徒
弟
」
を
統
轄
す
る
滅

に
訴
へ
、
惑
に
於
て
も
ぞ
の
資
カ
足
ら
5
る
場
合
は
、
最
後
に
、
大
本
山
の
共
演
機
関
に
傍
抑
制
す
る
も
の
で
あ

る
o

日
常
一
屡
々
起
る
疎
細
な
る
資
金
の
融
通
は
、
概
ね
「
徒
弟
」
若
〈
は
仮
内
に
て
済
L
た
る
も
、
か
の
「
出
世
」
式

の
如
〈
多
額
の
資
金
を
要
す
る
際
は
、
大
本
山
が
之
を
融
通
す
る
を
常
例

Z
Lた。

大
本
山
の
共
済
資
金
既
に
遁
ペ
セ
る
如
〈
、
徳
川
時
代
に
於
げ
る
妙
心
寺
減
数
回
は
、
蛍
時
の
時
勢
の

イ

杭

手E

妙
心
寺
抵
敬
闘
の
共
掛
制
度

第
二
十
二
審

(
第
五
抗
一
二
五
)

ハh

F
t
h
I
 



i拡

手江

妙
心
キ
侃
散
幽
由
批
済
制
度

第
二
十
二
巻

M

山
知
五
抗

，ミt
) 

人
三
凹

然

ιし
む
る
所
で
も
あ
っ
た
ら
う
が
、
今
日
に
比
す
れ
ば
消
極
的
に
し
て
、
数
回
経
倍
の
重
心
も
唯
一
一
似
内
の
地

位
勢
力

ω維
持
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
大
本
山
正

L
τ
の
収
入
も
、
侍
燈

ω相
承
に
費
き
る
、
以
外
は
、
市
寄
ら

致
凶
の
共
済
的
経
勝
目
に
充
賞
せ
ら
れ
た
。
郁
っ
て
大
本
山
の
一
般
牧
入
を
削
る
じ
宗
数
上
の
諸
税
の
名
日
り
下

に
一
誠
倣
侶
よ

b
一
点
徴
す
る
も
の
も
ゐ

h
、
之
ヤ
経
燐
的
に
い
へ
ば
切
に
一
輔
の
共
同
積
立
金
で
あ
る
が
、
特
仁

共
済
の
処
め
共
同
陥
金
な
り
ど
考
ふ
ペ
吉
も
の
で
な
い
。
而
る
に
、
各
一
似
各
徒
拾
に
あ

h
τ
は
、
共
済
の
銭
の
共

同
隙
金
砂
し
ピ
ゼ
ぬ
。
そ
は
兎
も
角
、
大
本
山
の
共
済
資
金
を
知
る
潟
に
、
大
本
山
の
一
般
牧
入
の
純
別
を
概
ね

ば
な
ら
ぬ
。
今
司
令
れ
を
財
源
に
よ
っ

τ分
τば

一
、
組
信
徒
の
給
付
に
よ
る
も
の

1
l洞
堂
金
・
胸
骨
俊

二
、
一
一
蹴
柑
侶
の
諭
付
じ
よ
る
も
の
|
|
閉
山
香
資
、
職
鏡
、

一
一
一
、
不
動
産
牧
入
|
|
寺
領
の
年
買
、
股
席
料

問
、
動
産
股
入
|
|
利
子
、
損
料

ピ
な
る
o

洞
堂
金
は
故
人
の
位
牌
を
脱
却
る
料

t
し
て
、
又
、
我
伎
は
仰
恩
謝
徳

ω匁
に
そ
の
W
A
前
に
、
各
々
、
柿

信
徒
の
喜
拾
す
る
も
の
な
る
こ

Z
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
u
o

次
に
一
派
附
侶
の
給
付
に
か
、
る
も

ω
、
小
、
「
閉
山
香

資
」
は
閉
山
仁
一
捧
「
る
脊
資
の
義
な
れ
ど
も
、
任
意
給
付
に
非
す

L
て
、
一
定
の
機
曾
に
↑
定

ω級
を
義
務
的
に

納
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
副
寺
必
須
知
」
仁
は
、
「
回
合
之
行
者
益
山
始
川
一
回
之
時
間
山
ェ
脊
資
金
高
官
銭
献
之
」

或

u、
「
諸
院
之
客
柑
掛
哨
柴
籍
之
衆
池
田
早
之
後
輩
掛
錫
之
時
毎
度
閉
山
奥
前
丈
香
賛
成
銭
日
可
被
献
」
、
「
諸
酬
明
位

査
資
八
「
町
一
時
一
m

…uu
命
行
者
可
準
納
小
方
文
云
々
L

ぎ
の

h
、
真
仁
、
「
脚
師
破
事
誠
之
儀
先
首
位
五
披
滋
而
縦
禁

揚
料
、

俵
鋭



中
ノ
奏
閉
山
也
、
頂
戴
之
後
者
閲
山
奥
前
ェ
金
堂
削
醐
紙
法
皇
等
前
ェ
金
武
主
局
一
室
貝
被
献
之
也
揃
紙
」
(
貞
享
三
年

入
月
十
一
日

ω定
)
ピ
も
み
ゆ
る
。
以
上
を
要
す
る
に
、
「
諸
山
」
・
1

掛
錫
」
、
「
柿
師
抗
」
「
特
位
」
等
の
場
合
に
之

を
課
徴
し
た
る
ニ

Z
は
明
で
ゐ
る
o

か
の
「
出
此
」
の
場
合
に
も
、
「
閉
山
岡
師
法
皇
並
中
典
四
一
淑
開
刷
江
」
の
香
資

は
可
な
り
大
hv
。
「
閉
山
香
資
」
の
性
質
は
今
も
仰
は

h
て
、
妙
心
寺
財
政
仁
は
、
「
毎
歳
香
資
L

正
し
て
重
要
な
る

牧
入

ω
一
一
唄
を
な
し

τゐ
品
。
「
閉
山
香
資
」
に
就
き

τ一
真
に
附
言
す
ぺ
註
は
、
年
々
の
開
山
忌
の
経
傍
は
、
原
則

ご
し

τ各
町
侶
、
寺
院
よ
り
説
徴
す
る
「
閉
山
忌
奇
資
銀
」
に
よ
っ
て
な
苫
れ
た
る
こ
己
之
で
あ
る
。
延
山
政
七
年
六

月
廿
五
日

ω定
に

阿
山
忌
有
責
組
、
五
鼠
天
授
品
一
磁
如
赴
益
減
衡
梅
髄
泉
京
地
誠
一
芸
刑
事
保
拾
位
、
前
挫
折
錦
、
前
宜
主
銭
、
平
併
京
錦
、
上
坐
抄
胸
中
日
銭
克
、
融

H
ご

日
ロ
一
日
ノ
中
町
坪
上
背
佐
也
、
然
則
勘
定
衆
中
奥
州
事
相
談
之
上
可
被
札
付
之
、
却
問
仙
倒
可
処
如
先
川
品
、
若
粗
野
鋭
不
足
山
可
以
衆
財
拙
相
続
之
、

但
守
中
下
飯
停
止
之
」

百
め
る
o

勿
論
之
に
会
加
す
る
は
一
山
の
搭
踊
ぽ
侶
の
み
な
ら
中
、
「
館
山
添
下
前
住
前
堂
持
准
之
-
宇
佐
令
居
住
浴

中
並
治
外
一
ニ
里
四
方
之
償
侶
者
・
毎
年
可
被
山
政
開
山
忌
之
宿
忌
宇
帯
、
若
於
違
背
之
輩
布
之
者
、
従
来
街
房
急

度
告
輪
前
住
可
迩
ム
ザ
搬
出
某
仁
者
也
」
(
寛
文
十
年
四
月
十
入
日
の
定
)
ご
あ
る
を
み
れ
ば
.
拍
問
中
治
外
の
ぽ
侶
が

家
集

L
ロ
る
こ
ピ
を
知
h
う
べ

L
G
兎
に
角
、
所
論
閉
山
忌
の
「
経
笹
鋭
」
は
一
板
宿
侶
の
共
同
隙
金
に
よ
る
を
原

則
己

L
、
「
来
財
」
は
ワ
正
め
て
之
を
蓄
積
せ
ん
さ
し
た
る
は
、
注
意
す
べ
き
ニ
芭
で
あ
る
o

次
に
「
職
鋭
」
の
義
仁

就

τは
「
正
法
山
誌
」
の
著
者
は
、
「
応
技
、
前
堂
、
後
堂
、
威
主
・
'
知
客
等
納
職
鋭
者
、
納
陪
官
官
銭
呑
銭
之
例
山
也
」

ご
レ
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
「
前
堂
」
「
後
堂
し
、
「
臓
主
」
等
一
定
の
妙
心
寺
臓
に
白
川
就
す
る
も
の
が
納
附
す
る
も
の

識と

施

妙
心
苛
冊
敬
酬
の
共
消
制
度

第
二
十
二
在

(
が
治
拡

-L 

八一一一五



に

τ、
法
階
授
奥
料
正
も
い
ふ
べ
〈
.
今
日
の
妙
心
寺
財
政
に
於
り
る
「
法
階
香
資
」

ω前
身
を
な
す
も
の
で
あ

る
o

次
の
「
滋
料
」
、
「
俵
銭
」
も
亦
古
〈
よ
b
行
は
れ
、
銑
に
そ
の
本
来
の
性
質
を
失
っ
た
己
は

ν
へ
、
妙
心
寺
財

政
上
、
今
日
も
そ
の
名
稗
を
存
し
て
ゐ
る
。
此
等
は
何
れ
も
徳
川
時
代
に
は
、
一
定
の
場
合
に
一
仮
借
侶
が
義
務

的
に
納
付
せ
し
め
ら
れ
し
も

ωに
τ、
一
の
強
制
球
徴
で
ゐ
る
o

「
俵
鋭
」
は
叉
一
に
「
評
議
」
、
「
表
銭
」
ご
も
書

〈
O

先
づ
「
湯
料
」
仁
就
て
は
、
寛
永
七
年
入
月
十
二
日
の
定
に
も
、
「
自
末
寺
前
住
車
務
上
崎
市
之
時
、
一
山
江
紡

湯
料
可
骨
周
五
民
文
、
但
欲
進
湯
仁
岩
可
任
其
意
事
L

ど
あ
っ

τ、
地
方

ω
信
一
倍
が
大
本
山
に
務
れ
る
際
・
一
山
の

慣
侶
仁
湯
を
機
感
す
べ
き
の
儀
磁
を
定
め
、
若
し
直
接
・
湯
を
進
め
ざ
る
場
合
仁
は
、
「
動
湯
料
」
正
し
て
所
定
の

級
を
納
付
せ
し
め
わ
い
の
で
あ
る

Q

「
俵
銭
」
に
就
て
も
前
掲
「
正
法
山
誌
」
に
、
「
昔
年
作
俵
銭
、
級
生
不
知
義
、
妄

改
一
評
鋭
非
由
也
、
商
堂

J

本
質
銭
話
回
、
設
備
型
軍
服
鏡
、
宋
目
見
士
山
百
サ
九
対
五
食
貨
士
山
日
、
潜
察
府
田
抑
俵
鐙
事
」

己
ゐ

h
、
之
が
解
蒋
は
人
じ
よ
り
て
多
少
異
る
も
、
要
す
る
に
法
曾
法
式
に
会
加
し
て
勤
行
を
な
せ
る
借
侶
ド
、

謝
礎
金
=
し
て
出
し
た
る
も
の
を
い
ふ
如
〈
で
ゐ
る
0
3
τ
、
ニ
の
「
湯
料
」
、
「
俵
比
四
」
が
鼠
・
に
儀
雄
又
は
謝
峰
山
り

須
の
み
な
ら
十
、
大
本
山
の
資
金
集
積
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
己
は
、
そ
れ
ら
の
額
並
び
に
使
途
を
み
れ
ば
首
肯
さ

る
、
で
め
ら
う
。
卸
も
貞
享
四
年
二
月
十
九
日

ω
「
泌
料
配
分

ω儀
定
」
に
も
.
「
前
堂
祖
師
料
百
武
拾
目
之
内
、
六

拾
口
者
潟
修
吉
高
官
ェ
可
納
之
」
己
ゐ
h
、
そ
の
残
部
が
、
一
山
の
「
大
衆
」
、
「
他
山
井
四
家
之
来
」
そ
の
外
、
「
行

者
」
、
「
扶
持
人
」
等
へ
配
分
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
は
叉
、
同
年
七
月
世
五
日
の
覧
に
、
「
居
成
評
銭
配
分
担
師
料
輿
可
錦

同
断
」
己
あ
っ
て
、
「
俵
銭
」
仁
就
て
も
同
様
で
あ
る
。
夏
に
嘉
氷
年
代
に
は
、
塔
主
職
の
俵
銭
は
拾
筒
年
の
問
、

執
事
方
に
於
て
積
立
つ
る
の
議
定
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。

妙
心
寺
阪
故
阻
山
北
消
制
度

第
二
十
二
容

詑

苑

(
体
五
抗
一
一
一
凡
)

入
一
ニ
六

一一一一一吋一一昨



次
に
妙
心
寺
の
寺
領
は
徳
川
時
代
を
通
じ
て
四
百
九
扮
堂
石
伶
で
ゐ
る
o

之
を
天
龍
寺
的
千
七
百
廿
石
、
相
園

寺
の
千
人
?
円
多
倫
石
・
小
泉
踊
寺
山
り
千
七
一
白
石
、
大
徳
寺
の
武
千
四
百
石
に
比
す
れ
ば
、
等
ゐ
幕
府
の
虐
池
を
受
け

た
h
ご

ν
ム
べ
(
、
之
を
以
工
五
千
有
俄
の
末
寺
を
統
制
[
、
人
拾
数
仰
の
塔
一
肌
か
ら
な
る
一
山
を
経
倍
す
る
こ

Z
は
、
可
な
h
苦
心
を
要
せ
し
も
の
ご
思
は
れ
る
。
「
媛
席
料
」
の
義
に
就
て
は
、
「
正
法
山
誌
」
に
、
「
凡
借
地
寺

院
回
出
合
或
修
法
命
日
或
排
噺
供
則
須
納
援
席
銭
於
某
院
云
々
」
ご
い
つ

τゐ
る
如
〈
、
建
物
、
座
席
の
使
用
料
で
あ

る
。
天
和
二
年
六
月
の
「
且
過
寮
股
席
料
之
鐙
」
を
み
る
に
、
且
過
療
の
暖
席
料
ご
し
て
、
「
再
住
和
倫
」
か
ら
白
銀

三
枚
、
「
居
成
和
向
」
か
ら
白
銀
二
枚
「
前
堂
贈
位
来
」
か
ら
金
子
資
歩
を
徴
牧
し
て
ゐ
る
o

最
後
仁
動
産
牧
入
ど
し
て
掲
げ

L
は
利
子
Z
損
料
で
あ
る
o

阪
に
逃
べ
た
る
如
〈
、
妙
心
寺
は
諸
方
而
に
資
金

を
貸
し
た
る
も
、
夫
は
寧
ろ
鎚
則
で
ゐ
っ
て
、
原
則
正
し
て
は
一
源
内
の
寺
院
償
侶
に
融
通
せ
ら
れ
た
る
も
の
で

あ
る
か
ら
利
子

ω
大
部
分
が
共
憐
資
金
の
利
子
で
ゐ
る
こ
芭
は
い
ふ
ま
で
も
な
レ
。
利
子
の
事
は
後
に
詳
説
す

る
ご
し
て
、
滋
に
は
旧
制
料
bn-
越
ぺ
た
い
。
損
料
は
椛
物
、
器
具
を
貸
興
せ

L
際
に
正
る
も
の
に

τ、
そ
の
名
稽
よ

'
り
す
る
も
一
苅
酬
明
館
却
費
己
も
み
ゆ
る
が
、
寧
ろ
使
用
料
己
し
て
の
性
質
を
大
正
な
す
。
妙
心
寺
は
寺
有
の
什
物
道

具
を
諸
方
商
、
例
へ
ば
、
「
塔
断
」
・
「
徒
弟
」
、
傍
奏
家
・
門
，
削
、
「
行
者
方
」
、
所
司
代
そ
の
他
「
他
山
他
門
」
に
も

貸
興
し
た
が
、
「
常
住
什
物
以
損
料
可
被
借
用
車
市
」
(
寛
永
七
年
人
月
十
二
日
の
定
)
を
原
則
Z
な
し
た
。
而
も
'
ぞ
れ

ら
の
返
済
さ
れ
る
場
合
以
、
「
悉
途
粕
捻
行
破
損
之
物
者
加
修
補
可
被
請
取
若
於
不
念
者
官
納
所
4
U
度
可
被
弊
」
(
寛

永
六
年
の
定
)
己
て
、
「
修
補
」
の
責
任
を
明
に
し
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
を
の
損
料
は
如
何
ご
い
ふ
に
、
之
に
閥
L
て

は
覚
、
一
氷
年
代

ω規
定
己
、
一
克
織
年
代

ω追
補
正
ゐ
h
、
「
法
山
一
副
寺
必
須
知
」
に
は
‘
以
上
二
回
の
規
定
の
外
仁
、

詑

苑

妙
心
寺
掘
削
教
則
の
共
済
制
度

第
二
十
二
巻

(
第
五
雄
一
二
九
)

y、
ヒ



話

苑

妙
心
寺
抵
敢
闘
白
共
演
制
度

第
ニ
十
二
容

(
第
五
就
一
三
O
)

入
三
人
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ωも
の
を
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る
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比
等
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そ
の
規
定
の
細
密
な
る
こ
E
は
人
を
驚
か
し
h
U
る
に
足
る
が
、
天
保
十
二
年
に
は
真
に
「
是
迄
無
損
料
の
品
向
後

損
料
」
を
ご
る
の
議
定
を
な
し

τゐ
る
o

か
〈
の
如
量
損
料
は
.
一
に
は
什
物

ω保
管
を
丁
重
に
せ
ん
が
活
な
る

も
、
又
仰
に
は
零
細
な
る
資
金
を
集
め
ん
正
し
た
る
は
明
で
ゐ
ら
う
。

妙
心
寺
が
如
何
に
し
て
資
金
を
集
め
允
る
か
は
、
略
々
上
越
せ
る
如
〈
な
る
が
、
夏
仁
之
を
如
何
に
管
理
せ
る

か
、
之
仁
闘
し

τ本
論
の
目
的
土
、
そ
の
曾
計
制
度
の
一
々
仁
一
旦
る
の
要
な
か
ら
ん
も
、
眠
、
曾
計
の
R

公
示
室
一
哉

さ
・
「
常
住
物
門
不
出
」
の
原
則
ぜ
を
逃
ぺ
た

ν。
阪
仁
述
べ
た
る
如
〈
、
妙
心
寺
の
諸
機
関
の
構
成
並
び
に
フ
ゼ
の

蓮
矧
は
民
主
的
仁
し
て
、
専
植
私
山
の
俄
地
な
か
ら
し
む
る
も

ωで
あ
る
が
.
就
中
.
曾
計
制
度
は
最
も
重
要
説

せ
ら
れ
、
曾
計
を
主
宰
す
る
「
納
所
」
(
後
に
「
副
寺
し
ご
改
む
)
の
人
選
が
殿
に
せ
ら
れ
た
る
上
に
、
金
銭
出
納
は
原

則
ご
し
て
之
に
従
属
す
る
「
勘
定
衆
」
の
衆
議
に
よ
ち
て
行
は
れ
、
特
に
重
大
な
る
支
出
に
至
つ
て
は
、
誕
に
一
山

の
諸
長
老
の
裁
決
金
経
る
を
要
す
ご
な
し
、
而
も
、
そ
の
牧
支
決
算
は
月
末
に
、
諸
前
佳
諸
執
事
の
来
集
す
る

「
合
評
日
」
に
逐
一
之
を
告
報
し
、
ー
叉
、
年
末
に
は
一
切
の
総
勘
定
に
於
て
諸
機
闘
の
審
査
を
絞
た
る
後
、
「
壁
書
」

ざ
し

τ之
を
公
示
す
べ
き
制
度
で
あ
っ
た
。
今
日
、
妙
心
寺
減
に
は
一
加
減
内
よ
h
選
出
す
る
議
員
を
以
て
構
成

す
る
「
議
曾
」
ゐ
り

τ、
歳
計
換
算
及
法
則
渠
を
議
決
し
、
歳
計
決
算
は
之
を
仮
内
に
普
告
す
る
ニ
吉
、
し
て
ゐ
る

が
、
そ
の
よ
っ
て
来
る
所
は
古
い
も
の
で
ゐ
る
己
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

次
は
「
常
住
物
門
不
出
」
の
原
則
な
る
が
、
輩
に
印
刷
調
「
常
住
」
E
はム

Tω
「
教
務
本
所
」
に
相
首
仁
、
妙
心
寺
「
住

持
」
を
輔
け
て
一
波
の
宗
務
を
総
抽
出
せ
る
機
関
で
ゐ
り
‘
「
品
川
住
物
」
ご
は
「
市
住
」
が
一
一
蹴
を
経
修
す
る
に
要
す
る

資
金
を
い
ふ
o

こ
の
「
常
住
物
」
が
詩
械
の
資
金
か
ら
な
る
こ
芭
は
、
腕
に
逃
ぺ
し
所
で
あ
る
が
、
之
が
使
途
は
一

f:Q: 

苑

妙
心
寺
批
敬
削
白
共
済
制
度

第
二
十
三
官

(
第
五
統
一
三
一
)

λ
=
一九



設.. 
妙
心
斗
ほ
執
幽
の
北
済
制
度

第
二
十
二
巻

(
第
五
挽
一
一
三
一
)

凡
四

O

振
の
経
営
卸
も
仰
燈
の
相
承
ご
減
内
の
相
互
扶
助
ご
に
み
の
り
て
、
「
門
不
出
」
即
も
俗
人
若
〈
は
他
山
他
門
へ
の
融

通
に
、
之
を
山
き
ぎ
る
を
原
則
ご
し
た
。
安
永
二
年
ト
二
月
十
九

H
の
「
衆
議
」
仁
、
「
悦
住
物
門
不
出
先
規
之
油
借

典
附
典
停
止
」
ご
ゐ
る
を
削
れ
ば
、
之
よ
り
以
前
、
慨
に
こ
の
原
則
の
行
は
れ
党
る
-
u
f
L

を
知
る
。
又
之
を
記
録

に
徴
す
る
も
「
悦
住
物
」
が
門
外
に
山
た
る
こ
ご
は
砂
き
が
如
し
。
き
れ
ば
、
「
市
化
物
」
は
先
づ
一
保
内
の
経
倍
・
相

互
共
済
に
む
り
ら
る
〉
宮
原
山
則
ご
な
し
、
地
方
の
末
寺
借
侶
を
忘
れ
て
本
山
の
み

ω品
川
に
投
資
す
る
z
h
r
、
一
似
内

の
救
済
を
筏
に
し

τ他
山
他
門
俗
漢
の
救
糖
を
先
に
な
す
が
如
、
き
喧
】
芭
は
、
許
さ
い
v
b
L
如
〈
で
あ
る
o

か
〈
の

如
き
は
封
建
時
代
じ
於
り
る
一
般
的
組
合
精
紳
の
表
現
己
も
み
る
を
う
べ
(
、
金
融
機
関
俊
一
巡
せ
歩
、
枇
曾
的
共

済
制
度
の
進
歩
せ

g
hし
時
代
の
固
健
生
活
に
あ
り
て
は
、
蓋

L
嘗
然
の
こ
ご
で
あ
ら
う
が
、
そ
こ
に
は
叉
、
数

回
百
年
の
末
を
慮
る
理
財
の
明
も
窺
る
、
で
あ
ら
う
。

ロ
共
済
方
法
共
演
の
方
法
は
一
時
的
な
資
金
を
施
興
す
る
仁
非
十
L
て
、
右
に
越
ぺ

L
如
、
c
共
憐
資
金
を

融
通
貸
借
す
る
に
あ
る
は
、
先
じ
も
一
言
せ
る
所
な
る
が
融
泌
を
受
(
る
も
の
瓜
、
之
を
「
何
々
備
」
又
は
「
借
用

銀
」
正
和
す
る
に
卦
L
、
偵
植
者
た
る
本
山
が
常
に
「
備
奥
銀
」
ピ
い
ふ
o

五
ロ
人
は
之
よ
り
「
偽
興
銀
」
に
就

τそ
の

「
佑
奥
L

手
縦
、
金
額
、
依
件
等
を
遁
べ
た
い

Z
思
ふ
。

き
て
大
本
山
に
融
通
方
を
願
ひ
出
づ
る
は
、
原
則
ご
し
て
、
徒
弟
叉
は
一
振
の
資
力
の
足
ち
43
る
場
合
で
あ

る
o

允
も
之
に
は
救
済
さ
れ
ん
ご
す
る
寺
院
償
侶
が
直
接
に
願
ひ
出
づ
る
場
合
己
、
そ
が
属
す
る
娠
の
「
本
町
地
」
が

借
b
受
け
て
、
之
を
被
救
済
者
に
鱒
貸
す
る
場
合
ご
あ
る
o

何
れ
に
せ
よ
、
融
通
方
を
願
ひ
山
づ
れ
ば
、
大
本
山

の
「
諸
前
佐
並
諸
役
者
」
相
集
h
τ
、
救
済
の
必
要
の
有
無
、
程
度
、
保
件
等
を
、
「
衆
議
」
「
合
評
」
に
依
b
て
決



L
、
救
憐
の
要
な
き
も
の
は
「
周
不
調
」
ご

τ之
を
却
下
L
.
救
債
の
要
ぬ
る
も
の
は
、
そ
の
程
度
己
、
大
本
山
の

財
政
事
精
子
宮
掛
酌
し
て
之
仁
資
金
を
融
通
す
る
。
資
金
融
通
め
許
古
川
U
L主
な
る
場
合
は
、
「
山
世
」
、
僧
侶
寺

院
の
貧
窮
・
並
び
仁
寺
院
修
築
等
な
る
が
、
「
出
世
」
の
際
の
借
金
を
、
「
改
衣
悩
」
、
「
出
世
佑
'
「
瑞
世
悩
」
な
Y
」稀

L
、
叉
・
勅
使
を
迎
ム
る
場
合
仁
は
「
奉
勅
借
用
銀
」
ご
い
ひ
、
「
別
訪
住
持
」
に
な
る
場
合
は
「
別
前
住
持
借
用
銀
」
・

勅
使
を
辿
へ
て
「
別
請
住
持
」
式
を
ゐ
「
る
場
合
は
「
奉
勅
別
請
備
」
な
ど
秘
す
る
。
次
仁
一
慣
侶
寺
院
が
貧
窮
せ
る
際

の
借
金
を
・
「
慈
憐
借
」
、
「
扶
助
借
」
・
「
諸
院
扶
助
借
」
な

E
稽
し
、
寺
院
修
築
用
の
資
金
を
、
「
修
補
銀
」
、
「
修
造

料
銀
」
、
「
修
匙
銀
」
な
y
抑
制
す
。
救
済
額
は
こ
れ
ら
借
金
の
稲
類
に
よ
b
て
叉
自
ら
異
る
。
先
づ
「
出
世
借
」
の
額

を
み
る
仁
、
一
再
住
新
命
」
へ
の
「
備
奥
銀
」
に
闘
し
て
は
、
草
保
十
一
年
十
周
に
之
を
定
め
、
後
、
岡
十
一
二
年
三
月

に
歪
り
資
金
閥
乏
の
放
を
以
℃
減
額
し
た
芭
み
ゆ
れ
ど
も
そ
の
額
は
不
明
な
れ
ば
姑
〈
措
量
、
「
一
本
勅
出
世
の
衆
」

へ
の
「
借
興
銀
」
ご
し
て
、
氏
享
二
年
八
月
に
は
銀
九
民
自
己
定
め
、
夏
に
一
冗
文
六
年
三
月
に
も
同
様
の
規
定
が
あ

る
が
、
寛
延
二
年
七
月
に
は
六
官
民
目
己
な
h
、
明
和
四
年
に
至
っ
て
再
び
九
貰
日
ご
な
り
し
も
、
経
費
は
究
第
に

膨
張
し
た
る
も
の
ご
見
え
・
明
和
七
年
五
月
に
は
、
「
奉
勅
入
寺
調
粂
に
付
、
借
興
銀
増
加
の
記
録
を
四
本
庵
へ
降

下
」
し
て
ゐ
る
。
「
山
中
改
衣
」
の
「
借
興
銀
」
額
に
就
工
は
、
一
万
丈
六
年
三
月
ピ
克
延
二
年
七
月
ご
に
そ

ω規
定
あ

る
が
何
れ
も
銀
三
貫
目
で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
別
論
住
持
い
に
な
る
際
の
「
伯
奥
銭
」
は
、
明
和
五
年
十
月
の
定
あ
れ

ど
も
そ
の
紙
は
知
h
難
〈
、
安
永
三
年
七
月
の
定
に
よ
れ
ば
銀
五
貫
ご
な
す
。
猶
、
「
特
賜
鋭
」
を
閥
ふ
節
の
「
借

興
銀
」
は
銀
六
民
目
E
な
す
こ

Z
を
文
化
十
年
三
月
に
規
定
し
て
ゐ
る
G

以
上
に
依
っ
て
観
れ
ば
、
「
出
世
」
の
種

類
仁
よ
b
τ
そ
の
「
借
興
銀
」
額
も
定

b
、
常
に
一
定
の
制
規
に
よ

h
τ
融
通
し
た
る
ニ
芭
を
知
ち
得
る
の
で
あ
る

説

要H

妙
心
寺
栂
敬
幽
山
引
酬
制
院

弟
二
十
二
各

F

第
五
識
一
三
三
)

}¥. 

凹



説

手E

品
世
心
寺
抵
敬
酬
の
共
槽
制
度

第
二
十
二
審

(
銘
五
披
二
=
四
)

ノ、
卸司

が
、
か
(
の
如
き
準
則
主
義
以
他

ω場
合
に
於
げ
る
融
通
に
就
て
も
同
様
に
適
用
苫
れ

L
如
(
で
あ
る
。
試
み
に

之
を
弐
に
越
ぺ
ん
ど
す
る
寺
院
の
救
貧
修
械
等

ω救
済
に
就

τみ
る
も
、
時
々
の
願
出
に
廊
じ

τ、
「
借
奥
銀
」
額

を
自
由
に
裁
量
し
た
る
仁
非
守
し
て
、
必
主
T

践
す
べ
き
規
定
が
存
す
る
。
例
へ
ば
一
克
藤
十
年
四
月
に
は
、
「
本

市
山
」
が
普
請
に
就
き
拝
借
一
刷
出
つ
る
時
は
、
廿
貫
目
迄
は
「
借
奥
」
す
る
こ
ご
を
認
め
、
寛
政
二
年
、
享
和
元
年
の

規
定
を
み
れ
ば
、
「
山
中
諸
院
へ
他
奥
の
院
並
金
」
は
戒
貰
目
に
制
限
せ
ら
れ
、
寛
政
年
代
の
諸
院
扶
助
備
は
五
拾

雨
充
で
ゐ
る
o

議
長
ち
あ
る
共
憐
資
金
金
以

τ多
数
の
救
済
を
無
制
限
に
な
す
こ
ど
は
不
可
能
な
れ
ば
、
一
札

合
会
局
的
に
統
制

I
、
敢
闘
を
永
遠
に
亘
っ
て
経
借
す
吋
き
大
本
山
が
、
こ
れ
ら
の
「
借
奥
銀
」
に
も
制
限
を
加

へ
、
共
済
の
一
時
的
、
一
部
的
に
偏
せ
ん
こ
子
宮
防
ぎ
た
る
は
、
合
理
的
な
慮
置
ご
い
は
ね
ば
な
ら
向
。
;

‘、，
 
融
団
地
保
件

益
に
融
通
の
保
件
ざ
し
て
吾
人
の
越
ぺ
ん
正
す
る
は
、

利
子
、
返
済
期
限
、
債
務
の
保
器
等

に
就

τで
め
る
。
先
づ
利
子
は
原
則
ご
し
て
之
を
ご
る
。
困
窮
せ
る
仲
間
を
相
互
に
救
済
す
る
制
度
に
於

τ、
資

そ
の
利
子
を
も
徴
股
す
る
は
、
仰
徒
の
岡
憾
に
ふ
苫
は
し
か
ら
宇
ご
せ
ら
晶
、
な
ら
ん
も
、

詮'，.-.""，'骨

金
の
返
済
は
勿
論
・

出
来
る
に
け
他
カ
セ
排
し
て
自
力
に
生
き
ん
ご
す
る
彼
等
の
宗
義
を
理
解
し
、

澗
浮
な
ら
3
る

一
波

ω財
政
朕
態

を
知
る
時
は
、

之
は
単
み
賞
然
で
あ
る
か
も
白
川
れ
泊
。
寛
文
七
年
十
二
月
十
七
日
の
「
洞
堂
銀
併
典
之
覚
」
に
は
、

「
査
員
目
に
付
去
月
に
風
呂
一
度
司
焼
者
也
、

柴
代
は
極
月
中
に
納
所
ま
で
可
被
相
波
事
」
ど
め
b
、
同
年
の
「
預

ム
リ
巾
嘗
山
洞
堂
銀
子
之
事
一
耳
々
」
ご
い
V

ふ
借
用
誼
文
の
雛
形
に
も
、
「
右
怨
銀
子
一
貫
目
之
利
足
骨
月
に
風
呂
一
皮

宛
燐
可
申
候
」
ご
ゐ
品
。
郎
も
一
質
目
の
利
子
正

L
τ
、
毎
月
・
風
呂
一
度
分
の
柴
代
を
納
め

L
め
し
ニ
古
色
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
享
保
サ
一
年
十
二
月
に
「
常
住
の
元
利
以
新
金
銀
可
牧
納
一
玄
々
」
己
ゐ
る
を
蹴
れ
ば
、
こ
の
時
代



も
勿
論
利
子
を

z
h、
安
永
二
年
E
月
の
「
衆
議
」
に
は
、
「
常
住
物
息
子
壬
反
年
迄
之
分
十
年
之
問
月
三
妹
」
Z
あ

る
。
特
に
「
出
世
借
」
の
利
子
に
就
て
は
、
同
じ
〈
安
永
二
年
五
月
に
「
住
山
備
は
年
一
一
一
妹
」
ご
定
的
、
翌
年
人
月
、

「
在
山
出
世
借
向
後
息
子
年
三
妹
」
ご
て
、
年
三
銑

ω利
率
を
繰
り
返
せ

E
b、
寛
政
七
年
入
月
十
日
に
は
、
年
登

録
に
低
減
古
れ
て
ゐ
る
。
右
に
依
れ
ば
時
に
膳
じ

τ踊
理
化
ゐ
れ
ど
も
、
「
出
世
借
」
の
利
子
は
大
鵬
、
年
串
兄
妹
乃
至

三
妹
位
な
h
し
も
の
、
如
し
o

然
ら
ば
次
に
寺
院
の
修
種
、
救
貧
扶
助
の
箱
の
「
借
典
銀
」
の
利
子
は
如
何
に
己
い

ふ
に
、
天
明
時
代
ま
で
に
特
に
之
に
闘
す
る
資
料
を
求
め
難
〈
、
覚
政
二
年
正
月
に
、
「
山
中
諸
院
之
借
奥
の
院
並

鳳
貫
自
の
利
賞
妙
見
許
、
並
、
豊
筒
院
之
震
救
金
五
拾
雨
宛
年
煎
鎌
息
に

τ借
奥
」
の
「
衆
議
」
が
ゐ
hJ
、
同
四
年

十
一
月
廿
六
日
に
は
、
「
諸
院
借
嘗
壬
子
よ
ム
リ
辛
凶
迄
十
筒
年
参
妹
息
に
減
下
の
記
録
を
四
減
之
降
下
」

L
て
ゐ

る
。
夏
に
降
っ
て
文
政
六
年
正
月
十
七
月
に
は
、
「
院
並
借
内
上
並
慈
憐
金
息
子
等
免
許
」
己
な
し
て
安
政
年
度
に

及
h
h
o

こ
れ
ら
の
「
衆
議
」
を
腕
る
も
利
子
は
「
出
世
借
」
の
場
人
口
の
如
〈
、
一
一
妹
乃
至
三
銭
の
程
度
に
て
、
特
に
事

情
に
よ
ち
℃
は
利
子
を
「
免
許
」
す
る
「
無
利
息
銭
」
も
砂
ぞ
b
g
b
L
如
〈
で
あ
る
。
こ
の
外
、
利
子
に
閲
し
て

は
、
「
諸
院
手
形
之
案
文
」
に
、
「
右
之
利
息
百
目
に
付
堂
ヶ
月
に
五
分
充
相
加
之
可
申
候
」
己
あ
り
、
「
四
本
山
地
手
形

之
案
文
」
に
は
、
右
之
利
息
受
賞
円
に
付
査
グ
月
に
五
匁
相
加
之
可
申
候
」
正
あ
る
が
、
利
率
は
先
き
の
も
の
よ

b
真
に
低
い
。
以
上
諸
種
の
羽
チ
を
綜
合
す
る
に
、
多
〈
は
年
若
〈
は
月
三
鉱
以
下
で
あ
る
o

こ
れ
を
、
そ
の
時

代
に
塔
頭
が
俗
聞
に
貸
し
た
る
金
の
利
子
の
、
年
五
分
、
六
分
七
分
甚
し
き
は
登
割
に
及
び
し
に
比
す
れ
ば
甚
に

し
〈
低
利
正
い
は
ね
ば
な
ら
泊
。
共
済
を
目
的
ご
す
る
融
通
貸
借
仁
於
て
は
、
差
し
之
は
常
然
で
あ
ら
う
。
猶
、

利
子
の
計
算
に
就
て
は
、
「
副
寺
必
須
知
」
に
、
「
某
月
サ
六
日
巳
後
拝
借
銀
有
之
則
某
月
利
息
不
納
、
某
月
三
日
巳

詑

苑

妙
心
寺
根
敬
岡
田
共
済
制
度

第
二
十
二
番

(
第
五
挽
ご
ニ
五
)

λ
四
三



詑

苑

妙
心
寺
祇
敬
闘
の
共
済
制
度

第
二
十
ニ
各

(
第
五
腕
一
一
二
六
)

八
四
四

前
拝
借
銀
一
返
納
有
之
別
来
月
之
利
息
不
納
」

Z
規
定
さ
れ

τあ
る
o

次
に
返
憐
期
限
に
つ
い

τ考
ふ
る
に
、
先
づ
返
済
の
ニ
ご
を
妙
心
寺
一
淑
に
て
は
叉
別
に
、
「
返
排
」
・
「
返
納
し
、

「
上
納
」
、
「
内
上
」
己
も
い
ひ
、
返
済
金
を
「
返
銀
」
、
「
返
済
銀
」
、
「
内
上
銀
L

「
内
納
銀
」
正
も
い
ふ
。
伯
周
期
間
に

至
っ
て
は
、
「
伯
奥
鋭
」
の
性
質
に
よ
り
叉
時
代
仁
よ
b
て
も
一
定
せ
向
。
寛
文
年
代
に
各
院
の
「
扶
助
術
」
が
三
年

間
正
せ
ら
れ
、
「
右
三
年
之
期
間
相
演
則
急
度
可
被
出
品
緋
之
返
排
之
級
縦
雌
有
要
月
五
三
年
中
は
其
仁
之
不
可
借
奥

事
」
正
せ
る
も
あ
h
、
又
、
各
種
の
借
用
能
文
の
雛
形
に
就
い
て
み
る
仁
・
岡
じ
〈
寛
文
年
代
の
定
ピ

Lτ
、
各

院
が
嗣
堂
銀
を
奔
悩
す
る
場
合
、
「
右
預
申
候
蕗
賀
正
也
‘
何
時
成
共
御
用
次
第
急
皮
返
済
可
申
候
」
己
せ
る
も
あ

ち
・
「
岡
本
地
手
形
の
案
文
」
(
三
穏
類
ゐ
b
)
に
は
或
は
「
右
預
b
巾
慮
賢
正
明
白
也
・
何
時
成
共
御
用
次
第
急
度

返
納
可
仕
候
」
ピ
レ
ひ
、
叉
、
「
右
預
bv
申
慮
民
正
明
白
也
・
却
後
七
年
切
に
急
度
上
納
可
仕
候
」
、
「
右
者
翁
某
本

脳
普
訪
料
依
叫
円
借
貨
正
明
白
也
御
用
之
節
急
度
上
納
可
仕
候
」
ピ
あ
る
o

郎
も
返
済
期
限
の
環
的
確
定
せ
る
も
の

言
、
債
機
者
た
る
本
山
が
随
時
告
知
す
る
に
よ
り

τ之
を
定
U
る
も
の
ご
あ
る
が
、
こ
れ
ら

U
借
金
の
目
的
、
蛍

市
中
者
の
事
情
等
に

4
Lリ
て
、
そ
の
宜
し
き
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
借
周
期
間
に
一
定
の
年
限
の
確
定
せ
る
は

之
を
「
年
限
伯
」
ピ
稀
し
、
毛
の
年
畑
山
の
長
期
仁
瓦
る
も

ωを
、
「
永
借
」
、
「
永
備
銀
」
又
は
「
永
代
物
」
正
レ
ひ
、
短

期
郎
ち
嘗
座
の
借
用
は
「
蛍
分
借
」
ご
都
す
る
。

究
に
共
済
制
度

t
L
て
如
何
に
も
相
膳
L
〈
忠
は
る
、
品
、
一
克
利
の
年
憐
賦
崩
法
を
行
ひ

L
ニ
ピ
で
あ
る
o

郎

も
一
定
の
期
間
到
来
し
て
・
一
時
に
多
額
の
元
金
を
返
済
す
る
こ
ご
は
、
資
カ
乏
し
き
者
の
頗
る
蒋
痛
正
す
る
所

で
あ
る
か
ら
、
長
期
に
一
旦
る
年
賦
償
還
を
認
め
て
、
債
務
岩
の
負
婚
を
軽
減
し
た
の
で
ゐ
る
o

之
を
妙
心
寺
に
て



は
「
年
蹴
銀
」
ご
い
ふ
o

耐
し
て
そ
の
年
賦
に
は
、
十
年
賦
、
廿
年
賦
甚
し
き
は
四
十
佃
年
賦
ご
い
γ

ふ
も
の
す
ら
め

る
。
官
に
年
賦
組
制
崩
法
り
み
な
ら
十
他
方
仁
は
叉
・
所
定
の
返
済
期
限
到
来
し
て
末
に
そ
の
耕
糖
能
力
な
き
か
、

又
は
引
続
き
資
金
の
借
用
を
必
要
ご
な
す
場
合
仁
は
川
崎
々
借
周
期
闘
の
延
期
を
願
ひ
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
願

を
「
延
年
願
」
、
「
返
憐
一
処
引
刷
」
又
は
「
奔
惜
銀
引
延
願
1
.

「
延
併
願
」
「
延
清
願
」
な

Emす
。
か
く
の
如
き
願
の
許

否
以
一
に
債
務
者
の
尋
備
に
困
ち
て
之
を
掛
酌
決
定
L
た
る
も
の
、
如
L
。
以
上
を
顧
み

τ、
利
子
の
低
率
正
レ

ひ
、
一
冗
刺
の
年
賦
済
崩
ご
い
u

ひ
、
借
用
期
限
の
延
期
ご
い
ひ
、
軍
部
〈
共
済
的
精
一
柳
の
乱
首
露
に
刻
る
は
な
い
。
併
し

乍
ら
、
貸
借
は
飽
〈
ま
で
貸
借
に
し
て
施
典
に
非
?
・
債
務
は
必
十
燐
憐
せ
ね
ば
な
ら
泊
。
こ
れ
債
務
の
保
設
を

厳
に
し
た
る
所
以
で
あ
る
。

妙
心
寺
が
一
一
阪
の
共
済
資
金
を
融
通
す
る
に
蛍
つ

t
は
、
雷
に
債
務
の
保
訟
を
な
苦
し
め
た
。
保
誰
人
を
同
一
仮

に
て
は
・
「
詩
人
」
又
は
「
加
判
」
E
稀
し
、
大
低
は
二
人
以
上
漣
署
捺
印
し
て
ゐ
る
。
借
用
謹
書
の
雛
形
に
就
て
保

超
文
一
百
を
翻
る
に
、
預
b
主
「
若
無
沙
汰
仕
候
者
潟
加
判
中
某
寺
院
屋
敷
を
収
上
可
準
常
住
候
許
税
h
主
異
論
於

有
之
者
従
加
判
中
埼
明
可
申
候
一
五
々
」
ご
い
ふ
も
ゐ
れ
ば
・
間
半
に
借
用
文
言
の
み
に
て
、
保
設
文
言
の
添
は
ぬ
も

ω
も
多
い
。
併
し
保
設
依
務
者
は
債
務
者
ご
同
一
の
地
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
o

安
b
に
他
人
の
債
務
を
保
詮

L

τ累
を
白
他
に
及
ぽ
す
は
本
山

ω特
に
戒
め
た
る
所
に
て
、
「
加
判
留
牒
」
に
も
、
「
比
度
常
住
よ
り
記
録
降
下

ω趣

に
そ
ろ
へ
は
、
向
後
徒
弟
之
中
金
繰
借
用
致
L
そ
ろ
節
は
蛍
人
件
加
判
よ
b
徒
弟
中
之
申
達
し
、
来
曾
の
上
入
用

の
筋
急
度
吟
味
致
し
鉱
健
訣
相
立
そ
ろ
は
u
y

加
判
致
L
借
用
可
有
之
そ
ろ
。
縦
ひ
内
分
に
て
被
相
頼
苫
λ

E
も一

分
の
了
間
に
て
加
判
致
問
敷
そ
ろ
一
帯
」
ピ

τ、
「
従
弟
L

に
於
て
も
債
務
の
保
訟
を
な
す
場
合
之
を
「
来
曾
」
に
附
す

詑

苑

帥
心
寺
蹴
数
岡
山
共
済
制
度

部
ご
十
二
巷

(
第
五
概
一
三
七
)

八
四
五



こ
正
、
し
て
ゐ
る
。
債
務
者
保
設
債
務
4
4
共
に
債
務
を
履
行
せ
ざ
る
場
合
、
如
何
じ
蕗
分
し
た
る
か
ご
い
ふ
に

事
情
に
よ
り
て
は
、
寺
院
の
浪
入
、
除
籍
、
泡
放
U
ど
の
制
裁
を
加
へ
た
る
如
し
。

=
融
通
の
貨
際
共
済
組
織
は
略
右
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
質
際
吠
磁
を
知
る
震
に
、
倒
宜
の
錦
め
「
僚

箇
」
じ
よ
り

τ、
門
岡
本
一
億
一
般
並
び
に

ω各
振
回
各
徒
リ
賄
側
山
中
の
諸
院
叫
一
惜
侶
へ
の
融
通
に
闘
す
る
記
録
を

示
せ
ば
次
の
如
し
、
一
も
ご
よ
b
之
は
融
通
の
全
部
で
は
な
〈
又
一
一
に
就

τ金
額
保
件
を
明
に

L
難
V
が
、
叉
そ

の
概
要
を
推
察
し
う
る
で
ゐ
ら
う
ο

一
、
四
本
膳
一
般
へ
の
融
泌

説

苑

妙
心
寺
蹴
放
幽
山
共
済
制
度

一、

H
U
修
離
料
四
本
胞
へ
銀
子
借
旧
時
五
年
院
利
入
体

八
月

草
保
九
年

一
、
潜
室
銀
減
品
ザ
拙
七
ヶ
年
四
本
曲
四
へ
借
由
明
利
λ
鉢

草
保
十
年

目

一
、
倍
誌
料
銀
四
本
臨
へ
借
奥

寛
保
二
年
六
月

て
四
本
膳
へ
借
典
の
浴
室
館
年
阻
延
引

E
許
ナ

寛
保
凶
年
十

月

一
、
慎
埠
銀
を
岡
本
山
町
へ
惜
典

出
世
暦
七
年
正
月

て
四
本
庖
及
諸
塔
頭
よ
り
甑
あ
り
唱
住
物
の
刺
子
主
月
一
一
↑
鉢
に

球
少
す

天
明
ニ
年
九
月

一
、
行
者
扶
持
手
常
銀
拾
三
目
目
固
抵
へ
借
奥

文
化
十
二
年
正

目

第
二
十
ニ
巷

(
第
五
時
肌

」
三
人
)

八
四
六

一
、
凹
本
由
同
へ
借
典
鉱
山
降
記

天
保
三
年
正
月

一
、
四
祇
へ
借
拠
物
並
仕
方
立
の
憐
降
記

て
制
定
結
抑
低
に

H
威
貰
目
宛
各
本
臨
よ
り
先
納
由
衆
議

永
三
年
十
一

H

一
、
在
柿
抑
底
に
付
制
納
先
制
。
儲
各
世
へ
中
入

且

一(イ)、

飽植葉
県 泉">'
普 猷へ
請へ臣)
Eこ ，~ 耳目官

1f融世子
生艮 s且姐l
子
借
用
踊
it 
w 
目

fll 

月

て
龍
泉
よ
"
正
眼
寺
大
緬
由
聞
大
破
に
付
借
用
断

月

一
、
総
此
よ
り
闘
誼
寺
田
憐
に
付
拝
借
銀
願

弘
化
二
年
七
月

… 一 一一

若昔

卦
永
六
年
十

回

定

元
帥
十
年

正
徳
五
年
凹

享
昨
十
四
年
十



月

一
、
組
泉
よ
り
修
造
韻
佳
山
備
返
済
之
屈

安
永
十
年

-
、
砲
泉
よ
り
本
雌
揮
借
銀
抵
納
白
儀

H
H
由
外
何
れ
山
月
に
℃

も
相
紡
不
背
哉
と
の
制

克
明
三
年
正
月

一
、
随
泉
よ
り
憧
安
寺
北

H
航
従
弟
へ
借
典
金
白
儀
に
付
属

文J

政
六
年
八
月

て
砲
泉
ヘ
帥
枝
問
泊
寺
貸
附
金
白
に
憐
付
激
組

天
保
十
三
年

ヒ
月

つつ {ρ)てってい)

誠躍嫌米憐消
事醤露出掛桂
よへ蹴よ寺寺
り 且 へ り 普 凱
鋭桃由民鍋焼
拾 I桂 融 語 に に
貰胤証E 院制付
目 白 之 )/t 耳L
持儀 f島 海 i静
借に 拝へ#
iili什 借金借

銀 銀子金
子 副借甑
借 拠
典明

利
J、
年

月

京
地
祇
へ

ω融
通

寧
保
十
年
二
月

車
保
十
一
年
五

H

寛
延
二
年
五
月

天
明
二
年
十

-
H

一
、
柑
県
議
山
器
開
雨
本
庖
備
、
首
壬
子
上
り
五
鉢
白
血
三
銑
息
旧
制

寛
政
四
年
イ
一
月

事
利
一
耳
年
九
月

一
、
震
誌
よ
り
銀
式
拾
九
叫
H
H
延
借
倒

一
、
震
詫
よ
り
銀
拾
貨
同
拾
箇
年
臨
押
借
顕

一
、
盟
議
扱
一
蹴
離
誌
に
付
拝
借
嗣

文
化
九
年
十
一
月

文
政
六
年
十
一
月

施

妙
心
寺
蹴
歌
劇
の
共
消
制
度

誌

一
、
震
雲
よ
り
年
阻
惜
拾
貫
目
延
借
闘

文
政
九
年
十
二
月

一
.
披
雲
よ
り
虎
闘
血
元
瑞
世
に
付
常
分
借
願

天
保
十
一
一
一
年
丸

月

て

強

裳

よ

n'妙
事
座
一
元
瑞
世
に
付
叫
分
備
闘

天
体
寸
三
年
寸

月

ー(ー)
、準

型 t草
津~
蹴 へ
離 の
瀧融
に 祖

語
憐
伯
臨

文
政

1
三
年
十
一
月

一
、
車
埠
よ
り
一
骨
臨
蔀
憐
惜
願

天
保
一
一
一
年
正
月

て
車
滞
抵
年
限
物
彊
借
願
天
保
十
二
年
十
月

て
器
開
板
減
制
願
弘
化
ニ
年
十
一
月

て
車
問
抗
猷
聞
に
付
利
納
勘
定
延
引
自
謀
議

弘
化
三
年
正
月

、羽一 、

太..卑
見弘主1 時E

副 l!民 i民
弟 ヘ 諮

tの ft
仇融 f正
殿 i国 有司l
物::==--且
延各本部
年揖誰皆
面Iへを摘

の誼に

天融l- f.t 
梓掴て献
三由借香
年中明
一十にた誠
一枚るま
月 む も 凹

白 年

'.正、戸且

一
、
本
階
徒
弟
並
告
院
よ
り
怖
般
物
延
備
制

天
保
凹
年
正
月

て
水
市
出
徒
弟
よ
り
内
上
銀
延
年
制

天
保
五
年
正
月

問
、
塔
頭
一
般
の
融
通

一
、
諸
院
へ
制
堂
訟
五
百
目
指
指
借

一
、
諸
院
借
興
組
威
貰
日
宛
可
品
加
と
也

草
mw十
四
年
十
一
月

元
文
武
年
六
月

第
二
十
二
を

(
品
五
統
一
三
九
)

λ
四
七



説

苑

妙
心
寺
限
政
幽
の
共
演
制
度

て
山
申
請
院
〈
借
県
白
院
抜
武
耳
目
由
利
泊
分
兎
許
並
堂
筒
院

ヘ
錆
救
金
一
且
拾
同
施
年
式
銑
且
に
て
借
民
自
衆
議

寛
政

年
三
月

一
、
商
院
借
首
壬
子
よ
り
辛
百
誌
寸
簡
年
参
鉢
息
に
誠
中
間
鍛
凹

抵
へ
降
下
施
政
刊
年
十
一
月

一
、
諦
院
扶
叫
伯
五
拾
両
年
々
威
川
充
内
」
の
議
定

寛
政
七
年

λ
H
 

一
、
拠
剛
院
よ
り
諦
院
一
統
御
救
金
五
拾
両
拝
借
願

正
H

-
、
院
並
銀
鼠
民
日
曜
正
月
よ
り
五
軒
目
克
向
上
の
衆
議

一
年
八
月

寛
此
八
年

享
和

一
、
山
申
請
院
描
憐
借
利
自
等
輔
の
衆
議

文
化
十
年
十
一
月

一
、
院
並
借
内
よ
並
描
憐
金
息
子
等
兎
許
の
衆
議

文
政
六
年
正

月

五
、
些
政
各
院
へ
の
融
遁

一
、
後
凶
庖
へ
院
並
武

H
日
新
に
借
拠
制
且
三
鉱

日
M

一
、
誕
雲
院
よ
リ
持
情
鋭
之
即
尤
も
七
年
同
也
安
永
九
年
一
カ

H

一
、
龍
皐
よ

nJ
修
捲
韻
佐
山
借
返
清
之
局
安
永
十
年
正
月

一
、
金
牛
院
よ
り
院
北
京
貰
日
揮
惜
闘
天
明
同
年
十
二

H

一
、
春
捕
院
院
並
茸
貫
目
延
納
寛
政
四
年
E
H

安
永
λ
年
正

第
二
十
ニ
各

(
第
五
雄

一四
O
)

八
四
八

一
、
轟
光
玉
繭
副
院
よ
り
救
金
五
拾
耐
宛
再
借
刷

月

立
政
王
年
四

一
、
暗
雲
胞
へ
救
企
五
拾
岡
再
仙
副
賞
肱
五
年
十
一
月

一
、
法
問
院
へ
故
金
拝
借
削
寛
政
一
ハ
年
間
十

-
H

一
、
官
明
院
よ
リ
院
並
或
貰
目
坦
々
内
上
仕
脱
臼
故
路

年
正
月

一
、
瑞
存
恥
救
金
持
借
嗣

寛
政
九

寛
政
十
年
正
月

一
、
訟
照
院
院
並
誠
耳
目
拝
借
断
寛
政
十
一
年
九
月

一
、
太
儲
玉
盛
岡
院
院
並
存
伯
願
文
化
十
年
二
月

一
、
描
玄
院
よ
り
院
並
銀
邦
借
版
文
化
十
一
一
一
年
二

H

一
、
麟
砕
院
描
憐
悩
過
柏
山
地
却
に
付
抑
植
井
断
丈
政
五
年
二

H

一
、
衡
梅
院
邦
借
師
立
政
十
一
日
平
l
一
月

一
、
髄
泉
方
丈
再
建
に
付
録
子
持
惜
剛
弘
化
三
年
七

H

六
、
借
侶
へ
の
融
通

一
、
車
問
院
詑
道
路
元
借
典
鋭
不
埼
雌
植
に
付
退
去
之
厨
公
式

二
年
十
二
月

一
、
麟
昨
院
凪
極
悼
惜
之
倒
虫
物
及
不
埼
不
作
止
批
去
之
唯

永
一
二
年
丸
月

一、

H
山
太
肱
梁
市
三
由
元
之
倫
旨
咽
識
に
刊
伴
仙
金
剛

二
年
一
一
一
月

安

一 d.:~ 勺らも

高
乃〈

一
、
椎
耐
岬
和
制
特
賜
借
刺
納
問
堪
に
甘
車
部
祇
よ
り
断

年
正
月

叶

A
永
五



右
の
記
録
に
依
れ
ば
・
大
本
山
よ
h
直
接
、
資
金
の
融
通
を
受
け
し
は
、
多
〈
各
「
本
庵
」
で
あ
っ
て
、
個
々
の

徒
弟
板
、
寺
院
、
借
侶
が
直
接
融
泌
を
受
付
し
場
合
は
甚
ガ
少
な
い
二
之
は
か
の
周
位
向
F
治
の
主
義
に
よ
え
末

寺
僧
侶
の
救
済
は
原
則
ご
し
て
各
仮
内
の
責
任
ご
せ
ら
れ
、
一
限
内
の
資
カ
足
ら

F
る
場
合
に
は
、
止
む
を
え
十
そ

の
減

ω「
本
市
周
」
が
大
本
山
の
資
金
を
借
り
受
け
て
、
夏
に
根
内
の
被
救
済
者
に
融
通
す
る
を
順
序
正
な
す
に
由

る
。
帥
も
大
本
山

ω資
金
は
、
各
「
本
庵
」
を
通
し
一
1
間
接
に
一
般
仮
内
に
融
通
せ
ら
る
、
を
原
則
Z
し
、
直
接
、

側
々
の
寺
院
僧
侶
に
融
泌
す
る
を
例
外
ぜ
な
す
。
之
、
各
凶
般
の
経
済
的
責
任
を
重
ん
す
る
の
み
な
ら
す
、
叉
以

1
大
本
山
の
債
権
を
確
保
す
る
必
要
に
基
(
。
市
民
に
注
意
す
ぺ
き
は
山
内
議
院
へ
の
融
通
に
閲
す
る
規
定
の
多
量

ニ
ご
で
ゐ
る
。
塔
腕
は
之
を
地
方
末
寺
に
比
す
れ
ば
巾
央
末
寺

E
b
い
ふ
ぺ
(
、
大
本
山
に
附
嵐
し

τ
一
山
を
構

成
す
る
も
の
な
れ
ば
.
中
央
の
権
威
の
ゑ
に
之
が
経
俸
に
重
量
を
置
き
た
る
は
常
然
に

t
、
資
金
の
融
通
に
就
て

も
、
一
般
末
寺
借
侶
に
比
し
て
迄
か
に
有
利
な
る
地
位
ご
僚
件

F
f有
し
た
o

救
済
扶
助
が
中
央
に
厚
C
地
方
に

硝
惜
し
さ
見
ゆ
る
は
誠
に
止
む
を
え

ρ
。

吾
人
は
以
上
、
妙
心
寺
淑
の
大
本
山
に
よ
b
て
行
は
れ

L
相
瓦
扶
助
の
組
織
並
び
に
そ
の
一
賞
際
の
概
要
を
述
べ

た
の
で
、
之
よ
り
進
ん
で
各
仮
及
び
各
徒
出
加
の
共
憐
方
法
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
ヲ
ぞ
れ
は
各
一
蹴
各
徒
弟
仁
よ
り

τ多
一
少
の
相
違
は
あ
ら
ん
も
、
大
岨
同
大
本
山
に
よ
h
て
行
は
れ

L
正
同
じ
く
、
一
一
淑
仁
ゐ
h
て
は
各
「
本
庵
」
が

一
一
淑
の
中
央
共
演
機
関
正
な

b
τ
、
困
窮
せ
る
涙
内
の
徒
弟
汲
若
〈
は
側
々
の
寺
院
借
侶
に
、
「
本
庵
」
の
資
金
を

融
通
し
た
の
で
あ
る
o

資
金
融
通
の
手
続
、
保
件
・
額
等
は
大
本
山
的
制
度
に
準
じ
た
る
も
の
ご
思
は
れ
る
o

「
本
山
崎
」
の
資
金
足
ら
ま
る
場
合
に
、
常
「
本
雌
し
が
債
務
者
正
な
・
り
て
大
本
山
の
資
力
に
繍
h
た
る
は
先
に
掲
げ
し

記
録
に
よ
h
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
各
「
本
庵
」
の
一
般
牧
入
は
大
本
山
の
そ
れ
の
如
〈
、
調
堂
金
、
諸
香
資
、
職

量生

ヨE

帥
心
奇
扱
裁
回
自
共
済
制
度

第
二
十
二
番

(
品
五
磁
一
回
一
)

L
H円

L

ノ
P

J

J



言E

苑

妙
心
寺
祇
批
幽
自
共
済
制
度

柑
叩
↑
↑
+
二
審

(
第
五
扱
一
阿
二
)

八
五

O

銭
、
腹
痛
料
、
損
料
利
子
、
寺
傾
牧
入
等
よ
・
り
な
る
。
蓋
し
各
「
本
庵
」
は
其
減
の
本
山
に
て
、
山
人
本
山
に
劃
し
て
ゲ

本
山
ご
も
み
る
べ
き
で
あ
る
。
放
仁
「
本
庵
」
の
純
傍
も
亦
大
本
山
の
額
融
官
に
準
じ
た
る
に
よ
る
o

猶
こ
れ
等
の
一

般
牧
入
の
外
に
、
一
一
保
内
的
共
済
の
翁
に
特
に
積
立
て

L
資
金
も
ト
存
す
る
如
〈
で
あ
る
。

次
に
「
徒
弟
」
の
共
同
資
金
合
「
徒
弟
物
」
正
務
す
。
之
は
専
ら
徒
品
削
減
内
の
積
立
金
な
h
，
L
如
〈
、
例
へ
ば
龍
山
武

浪
内
の
「
柿
-M
陣
徒
弟
」
た
る
恭
光
、
玉
龍
、
党
閥
、
資
相
、
仙
書
.
水
月
等
の
諸
院
が
、

2
m
m物
」
の
名
の
下
に
年

々
、
倉
岡
ニ
附
三
岡
四
岡
ご
い
ふ
零
細
な
る
資
金
を
積
立
て

L
却
し
。
「
本
山
崎
「
者
〈
は
大
本
山
ぞ
煩
は
す
前
に
、

「
徒
弟
物
」
の
融
通
に
よ
h
て
相
互
の
救
済
を
計
れ
る
は
言
ふ
造
も
な
け
れ
ど
も
、
一
般
に
寸
徒
弟
物
」
の
額
は
大
な

る
も
の
に
非
h
し
如
L
。

五

合土
不同

論

い.'， .'li~，~，，~山内州山町一:

以
上
越
べ
京
市
b
し
所
に
よ
h
て
、
妙
心
寺
波
数
闘
の
相
瓦
扶
助
組
織
の
特
相
を
視
る
に
、
そ
れ
は
車
式
の
一
組

織
仁
非
す
し
て
、
岡
慢
の
各
部
分
が
各
々
共
憐
の
組
織
を
有
し
、
而
も
亦
こ
れ
ら
の
部
分
を
包
括
す
る
会
'
尚
も
、

即
も
中
央
的
り
組
織
を
有
す
る
に
よ
り
、
共
隣
組
織
そ
の
も
の
が
立
髄
的
に
系
列
を
作
る
o

救
憐
機
関
に
第
一
次

二
次
三
次
の
順
位
あ
る
こ
Z
は
、
之
を
単
一
救
済
機
闘
に
比
す
れ
ば
、
救
済
の
可
能
性
並
び
に
確
貫
性
を
大
な
ら

し
む
る
も
の
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
も
正
、
妙
心
寺
減
に
於
け
る
周
慨
自
治
の
組
織
に
廿
曜
く
も
の
な
れ
H
と

も
、
共
済
組
織
そ
の
も
の
、
立
場
か
ら
も
、
合
理
的
な
後
遺
ご
い
は
ね
ば
な
ら
凶
。
共
済
が
唯
中
央
の
一
機
関
の

み
仁
よ
'
り
て
行
は
る
、
な
ら
ば
、
徒
ら
に
大
な
る
資
金
を
要

L
、
且
つ
事
務
を
複
雑
な
ら
し
め

τ、
救
臨
怖
の
金
き

を
期
じ
難
か
る
べ
〈
、
叉
部
分
部
分
仁
の
み
任
意
の
組
織
ゐ

b
て
み
-
局
を
統
制
す
る
も
の
な
か
ら
ん
に
は
、
救
済



一
仁
同
振
の
法
制
並
び
に
そ
の
遁
用
の
会
正
な
h
し
に
由
る
。
卸
も
妙
心
寺
減
の

統
制
に
て
は
、
立
法
正
行
政
己
を
明
に
1
7
も
、
而
も
立
法
行
政
何
れ
も
「
衆
議
」
「
合
評
」
に
よ
り
て
行
は
れ
、
濁
断

せ
ら
れ
た
ニ
ご
で
ゐ
る
。
之
、

の
統
一
ご
均
衡
ピ
を
失
す
る
。
部
分
も
会
館
も
共
に
責
任
を
分
つ
仁
よ
h
て
、
か
(
の
如
一
言
共
済
は
そ
の
質
を
塞

げ
う
る
も
の
で
あ
ら
う
。
一
見
に
吾
人
の
注
意
す
べ
き
は
、
を
の
組
織
が
一
時
的
な
ら
宇
、
久
し
き
に
亘
っ
て
支
持

専
ι引
を
排
し
北
る
よ

h
、
本
山
に
訟
を
改
厳

L
或
は
そ
の
通
用
を
一
ニ
に
す
る
が
如
き
は
許
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
人
の
最
も
困
溺
せ
る
際
に
行
は
る
、
救
済
の
如
き
は
、
え
て
情
質
仁
動
か
苫
れ
回
調
〈
、

骨
岬
に
永
一
綴
す
べ
き
組

織
も
一
時
的
に

L
t
崩
壊
す
る
も
の
な
る
に
、

そ
の
之
な
か

h
し
は
、

令
理
的
な
る
立
法
行
政
の
カ
に
よ
り

L
事

大
な
り
正
い
は
ね
ば
な
ら
泊
。

猶
附
一
似
の
共
憐
方
法
は
、
資
金
の
融
通
貸
借
に
あ
b
τ
、
金
銭
質
物
の
給
典
に
非
宇
、
而
も
原
則
ご
し
て
利
子

を
ピ
h
、
保
設
人
を
し

τ債
務

ω保
鐙
を
な
さ
し
む
る
如
話
、
卒
然
こ
れ
を
酬
蹴
れ
ば
脱
営
利
利
殖
を
目
的
E
す
る
金

貸
業

ω如
く
思
は
れ
ざ
る
に
非
中
。
併
し
こ
れ
は
資
本
主
義
的
精
紳
の
一
表
現
な
る
か
の
捷
利
ご
は
全
然
性
質
を

』
の
富
市
は
か
の
「
常
佐
物
門
不
出
」
の
原
則
を
翻
る
も
、
又
、
一
般
枇
曾
に
行
は
れ
し
利
率
に
比
し
て

回
出
に
す
る
。

著
し
く
低
率
な

h
L
-
」
ご
に
徴
す
る
も
、

直
に
首
宵
さ
る
、
で
あ
ら
う
。

利
子
を
徴
せ
る
は
勿
論
共
済
資
金
の
潤

探
な
ら
ぎ
ち
し
に
よ
る
べ
き
も
、
亦
、
救
済
花
b
E
て
紙
債
の
愛
を
露
古
ヤ
る
所
に
自
力
門
の
宗
風
も
窺
る
、
古

思
ふ
。齢

つ

τ吾
人
は
何
故
妙
心
寺
減
仁
か
〈
の
如
、
喝
さ
相
瓦
扶
助
組
織
が
議
議
し
た
る
か
を
考
察
す
る
ド
、
一
振
の
生

活
を
集
閥
的
に
視
る
時
は
、
病
気
貧
弱
は
常
に
絶
え
争
、
寺
塔
の
修
晒
担
、
「
山
陛
」
の
如
き
巨
額
の
費
加
を
要
す
る

事
例
も
度
々
繰
h
返
さ
る
、
が
放
に
、
之
が
経
済
的
封
策
な
が
る
ぺ
か
ら
す
、
而
し
て
之
が
封
策
己
し
て
相
互
扶

詰k

手E

妙
心
キ
祇
教
幽
の
共
憐
制
成

第
二
十
二
巷

(
節
制
腕
一
四
三
)

J、
ヨ』



説

多包

妙
心
寺
汲
敬
凶
の
共
消
制
度

第
二
十
二
番

(
銘
五
抗
一
回
凹
)

ノ、
五

助
に

J
b
し
は
、
頼
る
べ
き
則
源
の
な
き
こ
正
、
濁
立
自
治
の
班
風
ご
は
岡
々
相
侠
っ
て
、
同
朋
の
純
済
的
責
任

は
岡
朋
相
互
に

τ負
抱
せ

g
る
べ
か

ι一A
V
Z
な
す
に
至
h
し
が
故
で
あ
る
o

放
に
妙
心
寺
滅
的
財
源
潤
揮
で
あ

b
、
或
は
か

ω本
願
寺
振
の
如
く
、
値
信
徒
Z
の
経
済
的
関
係
一
般
接
な
り
し
に
は
、
か
〈
の
如
き
組
織
が
生
ま
れ

た
る
や
否
や
は
頗
る
疑
は
し
い
w
O

猶
、
寄
人
は
か
〈
の
如
主
催
隣
生
活
の
行
る
、
仁
就

τ、
常
山
六
世

ω法
嗣
雪

江
和
向
(
二

O
六
八
二
一
四
六

)ω
力
を
忘
る
べ
か
ら
す
o

雪
江
は
宗
門
繁
栄
の
基
礎
を
経
済
的
経
営
の
如
何
に

ゐ
り
ご
な
し
、
日
開
平
簿
を
作
台
、
「
納
所
」
を
改
め
て
曾
計
制
度
を
締
立
し
た
o

彼
が
遺
戒
た
る
焼
香
仰
法
修
迭
の

三
は
、
今
日
に
至
る
迄
、
同
一
蹴
総
省

ω目
桜
ピ
な
っ

τゐ
る
所
で
め
る
。
久
し
き
に
一
旦
っ
て
共
糖
生
活

ω行
は
れ

し
も
、
組
風
を
首
都
う
て
そ
の
精
一
岬
を
鐙
蝉
せ
ん
正
せ
し
に
よ
る
ニ
ご
少
し
ご
せ
ぬ
。
兎
仁
角
、
妙
心
寺
娠
が
徳
川

時
代
に
、
京
都
五
山
台
並
ん
で
そ
の
地
位
勢
力
を
失
は
歩
、
而
も
数
回
総
蝿
置
に
破
錠
を
来

L
て
、
擦
を
植
信
徒
に

及
ぼ
す
が
如
、
古
事
の
殆
ど
こ
れ
な
か
り

L
は
、
共
隣
組
織
の
一
致
呆
正
認
め
ね
ば
な
ら
泊
。
般
併
し
、
共
演
が
中

央
に
多
〈
行
は
れ
、
地
方
じ
薄
か
'
り
し
は
一
帯
貨
で
あ
る
。
加
之
、
妙
心
寺
一
献
に
て
は
、
寺
院
借
侶
聞
の
漣
絡
の
密

な
る
に
比
し

τ、
一
概
信
徒
に
は
冷
淡
な
る
如

L
。
闘
よ
わ
之
は
山
市
議
宗
風
の
然
ら
し
む
る
所
な
ら
ん
も
、
元
来
、

品
掛
川
間
存
在
の
理
由
は
激
化
に
ゐ
る
o

教
化
の
普
及
は
設
も
望
ま
し
き
所
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
向
。
若
し
右
の
如
、
き
共

済
組
織
が
般
信
徒
に
ま
で

6
嫡
充
せ

ιれ
た
ら
ん
に
は
、
数
嗣
の
事
業
正
し
て
一
屠

ω異
彩
を
放
う
ち
三
で

ι

ら
う
。
共
憐
制
度
に
尉
聯

L
て
、
妙
心
寺
の
寺
院
経
済
凶
嫌
諮
に
は
叉
翻
る
所
な

L
正
せ
肉
。
数
幽
の
統
制
組
織

ご
い
ひ
、
立
法
行
政
の
「
衆
議
」
制
度
己
い
ひ
、
曾
計
機
開
正
い
ひ
、
資
金
の
集
牧
管
理
運
用
的
巧
み
な
る
、
牧
支

の
均
衡
を
保
っ
て
認
を
他
に
及
ぼ
古
川
y
h
し
な
ど
、
そ
の
依
り
に
理
財
的
な
る
が
匁
に
巷
間
よ
b
「
妙
心
寺
の
算

盤
耐
」
な

H

と
の
銭
を
受
り
た
h

正
雄
も
、
数
理
的
、
合
理
的
な
h
し
貼
は
、
一
般
経
済
警
遥
史
上
か
ら
も
見
遁
す

べ
か
ら
さ
る
一
事
例
で
あ
る
。
(
完
)


